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しいおか再稼働根拠
くても問題ない」と判断した。この社会通

念という言葉は裁判の場に時々、登場し、

「本質は裁判官の主観でしかない」と批判す

る法律家がいる。あいまいな物差しで原発

を動かすべきではない。（皆川剛、安藤恭子）

二つの裁判所が9月下旬、相次いで四国

電力伊方原発（愛媛県｝の再稼働を認め

た。争点、は「破局噴火」と呼ばれる超巨大

噴火で生じるリスク。 「社会通念」を根拠

に「起きる確率が低いから、想定していな

裁判所伊方原発3号機で容認

【
社
会
通
念
】

「不適切」噴火影響判断には

実
は

伊
方
3
号
機
の
差
し
止
め
を

求
め
る
仮
処
分
申
請
は
、
高
松

高
裁
や
山
口
地
裁
岩
国
支
部
で

も
係
争
中
だ
が
、
四
国
電
力
は

今
月
二
十
七
日
の
再
稼
働
に
向

け
て
動
い
て
い
る
。

佐
伯
勇
人
社
長
は
九
月
の
記

者
会
見
で
「
伊
方
は
火
山
事
象

等
に
対
す
る
安
全
性
を
十
分
に

有
し
て
い
る
。
一
つ
一
つ
勝
訴

の
実
績
を
得
て
、
安
全
性
へ
の

『揺
る
ぎ
な
い
判
例
』
を
積
み

重
ね
た
い
」
と
語
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
九
月
の
二

つ
の
審
理
で
い
ず
れ
も
住
民
側

の
代
理
人
を
務
め
た
河
合
弘
之

弁
護
士
は
憤
る
。

今
回
の
争
点
は
驚
噴
火
が
一

原
発
に
及
ぼ
す
危
験
性
。
「
時
一

代
や
社
会
が
変
わ
札
ば
人
の
意－

識
は
変
わ
る
が
、
原
発
は
危
険
一

性
の
有
無
と
い
う
客
観
的
な
事一

柄
が
問
題
で
あ
り
、
社
会
通
念
一

を
判
断
基
準
に
す
る
の
は
き
わ
↑

め
て
不
適
切
だ
」
と
瀬
木
氏
は
一

批
判
し
、
こ
う
強
調
す
る
。
一

「
裁
判
官
時
代
、
判
決
で

『社
一

会
通
念
』
と
い
う
雷
葉
は
一
度
↑

も
使
わ
な
か
っ
た
。
権
力
を
公
一

正
に
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
裁
判
所
一

が
こ
ん
な
あ
い
ま
い
な
概
念
を
一

持
ち
出
し
た
ら
、
権
力
側
の
考
一

え
方
を

『社
会
通
念
』
と
形
容
一

し
て
、
難
し
い
判
断
か
ら
逃
げ
一

す
る
の
か
。
最
高
裁
は
続
け
て
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
一

「
社
会
通
念
が
い
か
な
る
も
の
明
治
学
院
大
と
名
古
屋
大
の
一

で
あ
る
か
の
判
断
は
、

裁
判
官
名
誉
教
授
の
加
賀
山
茂
氏

（民一

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
法
）
は
戦
後
に
最
高
裁
が
出
し
一

て
い
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
が
た
判
決
や
決
定
で
「
社
会
通
一

そ
ん
な
集
団
意
識
が
あ
る
と
思

念
」
が
使
わ
れ
た
例
を
調
べ
一

え
ば
、
そ
れ
が
社
会
通
念
に
な
た
。

「大
半
の
場
合
は

『自
分
一

っ
て
し
ま
う
o

e

の
考
え
で
は
l
』
と
同
じ
意
味
一

だ
か
ら
、
安
易
に
社
会
通
念
で
、
裁
判
官
の
主
観
に
説
得
力
一

を
持
ち
出
す
こ
と
に
は
批
判
が
を
増
す
た
め
の
根
拠
の
な
い
概
一

あ
る
。
元
裁
判
官
で
明
治
大
教
念
だ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。
一

授
の
瀬
木
比
日
志
氏
（
民
事
訴

そ

し

て

「

破
局
噴
火
は
、
発
一

訟
法
）
は
、
「
判
決
や
決
定
で
生
確
率
は
か
な
り
低
い
が
損
害
一

『社
会
通
念
』
を
判
断
の
基
準
は
算
定
で
き
な
い
ほ
ど
大
き

と
し
て
用
い
る
の
は
、
わ
い
せ

い
。
裁
判
官
は
、

原
発
稼
働
の

つ
の
よ
う
に
、

『普
通
の
人
の
利
益
と
損
害
の
バ
ラ
ン
ス
の
答
一

意
識
』
を
問
題
に
す
る
必
然
性

a

え
が
出
せ
ず
、

『社
会
通
念
』
一

の
あ
る
特
殊
芯
場
合
に
限
る
べ
で
ご
ま
か
し
た
の
だ
ろ
う
」
と
一

き
だ
」
ど
話
す
。

裁

判

所

の

決

定

を

批

判

す

る

。一

止
、
容
認
で
き
る
と
言
い
切
れ

る
ほ
ど
、
社
会
は
醸
局
噴
火
を

知
ら
な
い
」
と
言
い
窃
る
。

井
村
氏
は
二
万
八
千
年
前
に

姶
良
（
鹿
児
島
県
江
で
起
き
た

破
局
噴
火
を
例
に
、
ι
高
温
の
火

砕
流
で
南
九
州
と
丘
民
が
全
滅

す
る
と
想
定
。

「
原
発
が
あ
れ

ば
、
汚
染
さ
れ
た
一
依
は
大
阪
や

墓
尽
の
み
な
ら
ず
、
官
界
に
飛

び
散
る
。
原
発
は
、
一極
局
噴
火

に
上
乗
せ
さ
れ
る
け
一ス
ク
に
な

る
」
と
指
摘
す
る
。

…一

，

そ
し
て
裁
判
所
の
決
定
を
厳

し
く
批
判
す
る
。
ロ
伊
方
の
破

局
噴
火
の
リ
ス
ク
は
完
全
に
ゼ

ロ
に
は
な
ら
な
い
。
↑国
や
電
力

会
社
は
、
地
震
の
よ
う
に
＝
干

年
の
発
生
確
率
を
数
値
で
示

し
、
原
発
が
火
砕
流
に
の
み
込

ま
れ
た
際
の
過
酷
ぷ
被
害
想
定

も
出
す
べ
き
だ
。
原
発
の
安
全

神
話
に
乗
っ
か
る
形
で
、

『社

会
通
念
』
な
ど
と
ハ
比う
言
葉
を

使
い
、
司
法
が
科
学
を
ね
じ
曲

げ
る
の
は
や
め
て
鼠
し
い
」
と

求
め
た
。

「
危
険
性
が
社
会
通
念
上
無

視
し
得
る
程
度
に
ま
で
管
理
さ

れ
、
客
観
的
に
見
て
安
全
性
に

欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
」

（大

分
地
裁
）

「
国
が
破
局
的
噴
火
の
具
体

的
対
策
を
策
定
し
て
お
ら
ず
、

国
民
の
大
多
数
は
策
定
し
て
い

な
い
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
な

い
。
原
子
力
発
電
所
の
安
全
確

保
の
上
で
自
然
災
害
と
し
て
想

定
し
な
く
て
も
安
全
性
に
欠
け

る
と
こ
ろ
は
な
い
と
す
る
の

が
、
少
な
く
と
も
現
時
点
に
お

け
る
わ
が
国
の
社
会
通
念
で
あ

る
」
（
広
島
高
裁
）

伊
方
原
発
3
号
機
の
運
転
差

i

u

γ

貸

し
止
め
を
巡
る
仮
処
分
や
異
議

裁

大

法
廷
が
一
九
五
七
年
に
、

審
の
決
定
で
、
二
つ
の
裁
判
所
出
版
物
の
わ
い
せ
つ
性
を
巡
っ

は
、
阿
蘇
山
の
噴
火
リ
ス
ク
が
て
争
わ
れ
た
「
チ
ャ
タ
レ
l
事

運
転
再
開
に
支
障
が
な
い
と
判
件
」
の
判
決
で
、
こ
の
言
葉
を

断
し
た
。
気
に
な
る
の
が
「
社
定
義
し
て
い
る
。

会
通
念
」
と
い
う
言
葉
だ
。
ど
「
個
々
人
の
認
識
の
集
合
ま

ち
ら
の
決
定
文
で
も
、
重
要
な
た
は
そ
の
平
均
値
で
な
く
、
こ

部
分
に
登
場
す
る
。
れ
を
超
え
た
集
団
意
識
」

。
言

社
会
通
念
と
は
何
か
。
広
辞
葉
は
難
し
い
が
、
要
す
る
に

苑
第
七
版
で
引
く
と
、
「
社
会
「
み
ん
な
が
こ
う
思
っ
て
い

一
般
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。

常
識
ま
た
は
見
解
。
良
識
」
と

。
で
は
、
そ
う
し
た
集
団
意
識

あ
る
。
法
の
世
界
で
は
、
最
高
が
あ
る
か
ど
う
か
は
誰
が
判
断

常
識
や
見
解
。
「
皆
が
こ
う

思
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と

「
裁
判
官
の
主
観
。
説
得

力
を
増
す
た
め
使
う
」

「
原
発
事
故
は
、
交
通
事
故

や
工
場
火
災
と
は
深
刻
さ
が
違

う
。
広
範
囲
で
住
民
が
被
ば
く

し
、
大
地
が
汚
染
さ
れ
る
。
国

が
滅
び
る
ほ
ど
の
事
態
を
招
く

危
機
感
か
ら
、
各
地
で
住
民
が

立
ち
上
が
っ
て
き
た
」

そ
れ
だ
け
に
、
社
会
通
念
を

理
由
に
再
稼
働
を
認
め
た
決
定

に
は
納
得
が
い
か
な
い
。

「裁

判
官
は
マ
ジ
ッ
ク
ワ
l
ド
に
逃

げ
込
ま
ず
、
誠
実
に
答
え
て
ほ

し
か
っ
た
」
と
嘆
く
。

で
は
、
原
発
を
審
査
す
る
国

の
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
伊

方
3
号
機
の
火
山
リ
ス
ク
を
ど

う
見
て
き
た
の
か
。

8火口から煙を上げる阿蘇山＝ 2月、熊本で
＠四国電力伊方原発の（左から） 1号機、2

号機、 3号機＝愛媛県伊方町で

規
制
委
に
は
、
噴
火
に
伴
う

危
険
性
を
評
価
す
る
手
順
を
定

め
る
「
火
山
影
響
評
価
ガ
イ

ド
」
と
い
う
内
規
が
あ
る
。

原
発
の
百
六
十
キ
ロ
－圏
内
で

将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る

火
山
を
調
べ
、
火
砕
流
な
ど
が

敷
地
に
及
ぶ
恐
れ
を
「
十
分
小

さ
い
」
と
評
価
で
き
な
け
れ

ば
、
原
発
を
立
地
で
き
な
い
と

定
め
て
い
る
。
規
制
委
は
二
O

一
五
年
、
約
九
万
年
前
に
阿
蘇

山
で
起
き
た
破
局
噴
火
と
同
規

模
で
も
原
発
に
影
響
は
な
い
と

判
断
。
伊
方
3
号
機
の
再
稼
働

の
前
提
と
な
る
新
規
制
基
準
に

「
適
合
」
し
た
と
す
る
審
査
書
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四国電力伊方原発3号機の運転差し止めを求めた仮処分申
し立てで、大分地裁前に集まった住民側＝9月28日午後

を
決
定
し
た
。

た
だ
、
今
回
の
広
島
高
裁
の

異
議
審
決
定
は
、
規
制
委
の
内

規
を
「
噴
火
の
時
期
や
程
度
を

数
十
年
前
の
段
階
で
正
確
に
予

測
す
る
こ
と
は
困
難
。
不
合

理
」
と
指
摘
し
た
。

規
制
委
の
更
田
豊
志
委
員
長

は
、
先
月
二
十
六
日
の
定
例
記

者
会
見
で
「
読
み
に
く
い
部
分

が
あ
る
の
は
確
か
」
と
認
め
、

ガ
イ
ド
の
見
直
し
に
言
及
。
本

年
度
中
に
、

噴
火
リ
ス
ク
で
原

発
を
止
め
る
目
安
と
な
る
基
準

を
作
成
す
る
方
針
だ
。

火
山
学
者
は
、
決
定
や
規
制

委
の
姿
勢
を
ど
う
み
る
か
。

首
都
大
学
東
京
の
鈴
木
毅
彦

教
授
（
火
山
学
）
は
ご
般
の

社
会
通
念
は

『原
発
は
危
な

い
』
だ
ろ
う
。
既
存
の
原
発
も

全
て
立
地
を
見
直
し
、
火
山
の

近
く
や
断
層
の
真
上
を
避
け
、

住
民
の
避
難
先
が
確
保
で
き
る

場
所
へ
の
設
置
を
考
え
る
べ
き

だ
」
と
主
張
す
る
。

そ
う
考
え
る
の
は
、

今
の
と

こ
ろ
火
山
の
噴
火
は
予
知
で
き

。

な
い
か
ら
だ
。

「
火
山
性
微
動

や
隆
起
は
確
認
で
き
て
も
、
何

を
も
っ
て
破
局
噴
火
の
予
兆
と

見
な
す
か
、
今
の
火
山
学
の
レ

ベ
ル
で
は
残
念
な
が
ら
判
断
で

き
な
い
」
と
説
明
す
る
。
だ
か

－
ら
、
噴
火
予
知
の
点
に
つ
い
て

は
「
ガ
イ
ド
を

『不
合
理
』
と

し
た
判
断
は
う
な
ず
け
る
」
と

裁
判
所
を
評
価
す
る
。

井
村
隆
介
・
鹿
児
島
大
准
教

授
（
地
質
学
）
は
「
社
会
通
念

今
年
三
月
三
日
付
特
報
面

に
破
局
噴
火
の
言
事
を
載
せ

た
。
読
ん
だ
人

D
反
応
は
お

お
む
ね
「
S
F
み
た
い
」

「
ト
ン
デ
モ
っ
ぽ
い
」
と
い
↑

う
感
じ
だ
っ
た
。
菌
家
が
崩
－

壊
し
か
ね
な
い
箆
害
が
平
均
一

一
万
年
に
一
度
、
＝起
き
る
。

一

多
く
の
人
は
知
｝

一な
い
し
、一

考
え
た
こ
と
も
一
い
。
そ
ん
一

な
出
来
事
に

「払
会
通
念
」

一

は
あ
り
得
な
い
0

・

（裕）
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